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〇 農地耕作条件改善事業実施要領（令和27年４月９日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知）一部改正新旧対照表 

   （下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第２ 事業実施主体 第２ 事業実施主体 

１ 要綱第５の４の農業者団体とは、土地改良区、土地改良区連

合、土地改良施設を管理している一般社団法人及び認可地縁団

体、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良法（昭和 24

年法律第 195 号）第 95 条第１項の規定により数人共同して土

地改良事業を行う者、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26

年４月１日付け 25農振第 2254 号農林水産事務次官依命通知）

別紙５に規定する広域活動組織又は農業委員会（ただし、定率

助成の事業種類の欄（10）に掲げるものに限る。）とする。  

 

１ 要綱第５の４の農業者団体とは、土地改良区、土地改良区連

合、土地改良施設を管理している一般社団法人及び認可地縁団

体、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第95条第１項の規定により数人共同して土地

改良事業を行う者、多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年

４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知）別紙

５に規定する広域活動組織又は農業委員会（ただし、要綱別表

の区分の欄の２（以下「定率助成」という。）の事業種類の欄

（14）に掲げるものに限る。）とする。 

２ 要綱第５の５の農業法人等とは、農業法人（代表者の定めが

あり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体で

あって、認定農業者又は事業完了年度までに認定農業者となる

ことが確実と見込まれる団体に限る。）及び多面的機能支払交

付金実施要綱別紙６に規定する活動組織のうち、以下のいずれ

かを満たす者とする。   

２ 要綱第５の５の農業法人等とは、農業法人（代表者の定めが

あり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体で

あって、認定農業者又は事業完了年度までに認定農業者となる

ことが確実と見込まれる団体に限る。）及び多面的機能支払交

付金実施要綱別紙６に規定する活動組織のうち、以下のいずれ

かを満たす者とする。 

（１）ハード事業の実施区域がある市町村において、担い手であ

ること又は担い手となることが確実と見込まれること。  

 

 

（１）ハード事業の実施区域がある市町村において、地域計画（農

業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65 号。以下「基盤

法」という。）第 19 条に規定する地域計画をいう。以下同

じ。）のうち目標地図（基盤法第 19条第３項の地図をいう。）

に位置付けられた者（認定農業者、認定新規就農者、集落営

農組織（農業の担い手に対する経営安定のための交付⾦の交

付に関する法律（平成 18年法律第 88号）第２条第４項第１



- 2 - 

号ハに定める組織）、市町村基本構想（基盤法第６条第１項

に定める基本構想をいう。）に示す目標所得水準を達成して

いる農業者及び市町村が認める者。以下「中心経営体」とい

う。）であること又は中心経営体となることが確実と見込ま

れること。 

（２）ハード事業の実施区域において、農地中間管理機構（以下

「機構」という。）から農地を借り受けていること又は借り

受けることが確実と見込まれること。 

（２）ハード事業の実施区域において、農地中間管理機構から農

地を借り受けていること又は借り受けることが確実と見込

まれること。 

３ 定額助成の事業種類の欄（１）から（８）まで及び（11）に

掲げるものについては、事業実施主体は、施工の全部又は一部

を自らの管理の下で、農業者に委託等により施工させるものと

する。その際、事業実施主体は、農業者による施工（以下「農

業者施工」という。）等の状況（作業内容、作業時間、支出額

等）を適切に把握し、これが確認できる資料の作成・保存を行

うものとする。  

 

３ 要綱別表の区分の欄の１（以下「定額助成」という。）の事

業種類の欄（１）から（10）までに掲げるものについては、事

業実施主体は、施工の全部又は一部を自らの管理の下で、農業

者に委託等により施工させるものとする。その際、事業実施主

体は、農業者による施工（以下「農業者施工」という。）等の状

況（作業内容、作業時間、支出額等）を適切に把握し、これが

確認できる資料の作成・保存を行うものとする。  

第３ 計画等の作成 第３ 計画等の作成 

１ 要綱第７の１の機構との連携概要は、別記様式第１号を参考

に作成するものとする。 

１ 要綱第７の農地中間管理機構との連携概要は、別記様式第１

号を参考に作成するものとする。 

（削る。） ２ 要綱第８の地域内農地集積促進計画は、別記様式第２－１号

により作成するものとする。 

（削る。） ３ 要綱第９の高収益作物転換促進計画は、別記様式第２－２号

により作成するものとする。 

（削る。） ４ 要綱第10のスマート農業導入推進計画は、別記様式第２－３

号により作成するものとする。 
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（削る。） ５ 要綱第11の共同利用機器導入計画は、別記様式第２－４号に

より作成するものとする。 

（削る。） ６ 要綱第12の病害虫対策計画は、別記様式第２－５号により作

成するものとする。 

（削る。） ７ 要綱第13の水田貯留機能向上計画は、別記様式第２－６号に

より作成するものとする。 

（削る。） ８ 要綱第14の土地利用調整計画は、別記様式第２－７号により

作成するものとする。 

２ 要綱第７の２の農地耕作条件改善計画は、別記様式第２号に

より作成するものとする。 

９ 要綱第15の農地耕作条件改善計画は、別記様式第３号により

作成するものとする。 

（削る。） 10 要綱第16の農地整備・集約推進意向届及び農地整備・集約推

進実施計画は、別記様式第４号及び別記様式第５号により作成

するものとする。 

３ 要綱第７の２の「地区」の範囲は、同一の用水系統又は同一

の排水系統にある水利施設の受益範囲、ブロックローテーショ

ンの取組範囲、市町村の定める農業振興地域整備計画の範囲、

都道府県の定める農業振興地域整備基本方針の地域区分の範

囲等によって設定するものとする。 

11 要綱第８から第16までの「地区」の範囲は、同一の用水系統

又は同一の排水系統にある水利施設の受益範囲、ブロックロー

テーションの取組範囲、市町村の定める農業振興地域整備計画

の範囲、都道府県の定める農業振興地域整備基本方針の地域区

分の範囲等によって設定するものとする。 

４ 農業者団体、農業法人等が事業実施主体となる場合は、機構、

都道府県及び関係市町村と調整の上、事業に必要な計画を作成

するものとする。 

 

12 農業者団体、農業法人等が事業実施主体となる場合は、農地

中間管理機構、都道府県及び関係市町村と調整の上、事業に必

要な計画を作成するものとする。 

第４ 事業の申請等 第４ 事業の申請等 

１ 要綱第８の１の事業採択申請書は別記様式第３号により、要

綱第８の２の事業採択通知書は別記様式第４号により、それぞ

れ作成するものとする。また、要綱第８の４により事業計画等

１ 要綱第17の１の（１）の事業採択申請書は別記様式第６号に

より、要綱第17の２の事業採択通知書は別記様式第７号によ

り、それぞれ作成するものとする。また、要綱第17の４により
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を変更する報告を行う場合には、事業変更報告書は別記様式第

５号により作成するものとする。  

事業計画等を変更する報告を行う場合には、事業変更報告書は

別記様式第８号により作成するものとする。 

２ 要綱第８の４の農村振興局長が別に定める重要な変更とは、

次に掲げるものとする。 

２ 要綱第17の４の農村振興局長が別に定める重要な変更とは、

次に掲げるものとする。 

（１）・（２）（略） （１）・（２）（略） 

（３）農地耕作条件改善計画における附帯計画の追加又は削除  （３）地域内農地集積型から高収益作物転換型への変更 

（４）・（５）（略） （４）・（５）（略） 

（６）定率助成の事業種類の欄の（15)、(16）若しくは（17）の

追加又は活用する事業種類の変更  

（６）定率助成の事業種類の欄の（20）から（22）への変更 

３ 要綱第７の２の（８）の機構集積推進実施計画は、実施地区

における市町村長が、都道府県、機構、農業委員会及び土地改

良区等の関係機関並びに関係する農業者と必要な調整を行っ

た上で作成し、都道府県知事に提出するものとする。都道府県

知事は、市町村が作成した機構集積推進実施計画を確認し、適

当と判断する場合は、その計画を基に、都道府県の機構集積推

進実施計画を作成し、事業採択申請書に添付するものとする。 

 

 

３ 第３の 10 の農地整備・集約推進意向届（以下「意向届」と

いう。）及び農地整備・集約推進実施計画（以下「整備・集約計

画」という。）は、実施地区における市町村長が、都道府県、農

地中間管理機構、農業委員会及び土地改良区等の関係機関並び

に関係する農業者と必要な調整を行った上で作成し、都道府県

知事に提出するものとする。都道府県知事は、市町村が作成し

た意向届及び整備・集約計画を確認し、適当と判断する場合は、

その計画を基に、都道府県の整備・集約計画を作成し、事業採

択申請書に添付するものとする。 

４ 農業法人が事業実施主体となる場合は、機構、都道府県及び

関係市町村と調整の上、第２の２の（１）又は（２）を証明す

る資料を提出するものとする。 

４ 地域内農地集積型、高収益作物転換型及びスマート農業導入

推進型において農業法人が事業実施主体となる場合は、農地中

間管理機構、都道府県及び関係市町村と調整の上、第２の２の

（１）又は（２）を証明する資料を提出するものとする。 

５ 第２の２に規定する活動組織が事業実施主体となる場合は、

機構、都道府県及び関係市町村と調整の上、規約及び事業実施

年度前年度における多面的機能支払交付金実施要領（平成 26

年４月１日付け 25 農振第 2255 号農林水産省農村振興局長通

５ 第２の２に規定する活動組織が事業実施主体となる場合は、

農地中間管理機構、都道府県及び関係市町村と調整の上、規約

及び事業実施年度前年度における多面的機能支払交付金実施

要領（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2255 号農林水産省農
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知）別記３－１の第５に規定する多面的機能支払交付金に係る

実施状況の確認通知書並びに第２の２の（１）又は（２）を証

明する資料を提出するものとする。 

 

村振興局長通知）別記３－１の第５に規定する多面的機能支払

交付金に係る実施状況の確認通知書並びに第２の２の（１）又

は（２）を証明する資料を提出するものとする。 

 

第５ 事業達成状況の報告 第５ 事業達成状況の報告 

要綱第９の１から３までの事業達成状況の報告は、以下のとお

り行うものとする。 

要綱第18の１から４の事業達成状況の報告は、以下のとおり行

うものとする。 

１ 「事業達成状況報告書」の取りまとめは、別記様式第２号に

より行うものとする。 

 

１ 「事業達成状況報告書」の取りまとめは、別記様式第２－１

号から別記様式第２－７号まで及び別記様式第３号により行

うものとする。 

２ 機構集積推進費については、市町村長は、事業が完了したと

きは、機構集積推進実施計画に係る事業達成状況を都道府県知

事へ報告するものとする。都道府県知事は、市町村が作成した

報告書を基に、地方農政局長等へ報告するものとする。 

２ 農地整備・集約推進費については、市町村長は、事業が完了

したときは、農地整備・集約推進完了報告書（以下「完了報告

書」という。）を別記様式第５号により作成し、都道府県知事

へ報告するものとする。都道府県知事は、市町村が作成した完

了報告書を基に、都道府県の完了報告書を作成し、地方農政局

長等へ報告するものとする。 

３ 地方農政局長等への「報告」は、別記様式第６号によるもの

とする。 

４ 「改善計画」は、別記様式第７号によるものとする。 

 

３ 地方農政局長等への「報告」は、別記様式第９号によるもの

とする。 

４ 「改善計画」は、別記様式第 11号によるものとする。 

 

第６ 助成 第６ 助成 

１ 要綱第 10 の１について農村振興局長が別に定める助成単価

とは、次に定めるところによる。 

（１）定額助成の事業種類の欄（１）から（８）まで及び（11）

にあっては、以下の内容のものとする。なお、助成単価は、

別表１の事業内容等の欄に示すとおり、標準的な作業内容、

１ 要綱第 19 の１について農村振興局長が別に定める助成単価

とは、次に定めるところによる。 

（１）定額助成の事業種類の欄（１）から（10）までにあっては、

以下の内容のものとする。なお、助成単価は、別表１の事業

内容等の欄に示すとおり、標準的な作業内容、作業量等を想
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作業量等を想定して算出した事業費の２分の１程度として

いるため、事業実施主体は、農業者施工の活用や自らの費用

負担等により、適切に事業を遂行するものとする。 

ア （略） 

イ 事業完了時までに担い手に集約されている受益地又は

集約することが確実と見込まれる受益地にあっては、別表

１の助成単価の欄の２に掲げるもの 

（２）定額助成の事業種類の欄（９）及び（10）にあっては、別

表２に掲げるものとする。 

（３）（１）のイの集約とは、同一の担い手の経営等農用地が１

ヘクタール（北海道にあっては３ヘクタール）以上のまとま

りを有する状態をいう。なお、一連の作業を継続するに当た

って支障のない農地であって、次のいずれかに該当するもの

をまとまりを有する農地とする。 

ア～カ （略） 

定して算出した事業費の２分の１程度としているため、事業

実施主体は、農業者施工の活用や自らの費用負担等により、

適切に事業を遂行するものとする。 

ア （略） 

イ 事業完了時までに中心経営体に集約されている受益地

又は集約することが確実と見込まれる受益地にあっては、

別表１の助成単価の欄の２に掲げるもの 

（２）定額助成の事業種類の欄（11）から（16）までにあっては、

別表２に掲げるものとする。 

（３）（１）のイの集約とは、同一の中心経営体の経営等農用地

が１ヘクタール（北海道にあっては３ヘクタール）以上のま

とまりを有する状態をいう。なお、一連の作業を継続するに

当たって支障のない農地であって、次のいずれかに該当する

ものをまとまりを有する農地とする。 

ア～カ （略） 

（４）・（５）（略） （４）・（５）（略） 

２ 要綱第10の２について助成の対象となる経費は、次に該当す

るものとする。 

（１）～（10）（略） 

２ 要綱第19の２について助成の対象となる経費は、次に該当す

るものとする。 

（１）～（10）（略） 

（11）機構集積推進費及び高収益作物導入推進費にあっては、生

産基盤整備事業（定率助成の事業種類の欄の（１）から（９）

までのハード事業をいう。以下同じ。）の総事業費に 12.5％

を乗じた額とする。ただし、別表３に掲げる地域等において

行うものにあっては、同表の助成割合を乗じた額とする。 

（11）地域内農地集積型及び高収益作物転換型において実施する

農地整備・集約推進費にあっては、生産基盤整備事業（定率

助成の事業種類の欄の（１）から（８）まで及び（12）のハ

ード事業（ただし高収益作物転換型の場合は定率助成の事業

種類の欄の（10）のハード事業も含まれる。）。以下同じ。）

の総事業費に 12.5％を乗じた額とする。ただし、別表３に掲
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げる地域等において行うものにあっては、同表の助成割合を

乗じた額とする。 

（削る。） （12）高収益作物転換型において実施する高収益作物導入推進費

にあっては、生産基盤整備事業の総事業費に 12.5％を乗じ

た額とする。ただし、別表３に掲げる地域等において行うも

のにあっては、同表の助成割合を乗じた額とする。 

（12）高収益作物導入促進費にあっては、生産基盤整備事業の総

事業費に別表４の区分に示す助成割合を乗じた額とする。 

 

（13）高収益作物転換型において実施する高収益作物導入促進費

にあっては、生産基盤整備事業の総事業費に別表４の区分に

示す助成割合を乗じた額とする。 

 

第８ その他 第８ その他 

１ （略） 

２ 本事業で整備された暗渠排水のうち、地域排水型暗渠排水

（農地周辺の宅地等への洪水被害防止等地域排水機能を発揮

する暗渠排水をいう。）であって、市町村又は土地改良区その

他公共的団体が所有するとともに、災害対策基本法（昭和36年

法律第223号）第42条に規定する市町村地域防災計画（都道府

県又は市町村が策定するこれに準ずる計画を含む。）に位置付

けられているものは、地方財政法（昭和23年法律第109号）第

５条第５号に掲げる公共施設に当たる。 

１ （略） 

２ 本事業で整備された暗渠排水のうち、地域排水型暗渠排水

（農地周辺の宅地等への洪水被害防止等地域排水機能を発揮

する暗渠排水をいう。）であって、市町村又は土地改良区その

他公共的団体が所有するとともに、災害対策基本法（昭和36年

法律第223号）第42条に規定する市町村地域防災計画（都道府

県又は市町村が策定するこれに準ずる計画を含む。）に位置付

けられているものは、地方財政法（昭和22年法律第67号）第５

条第５号に掲げる公共施設に当たる。 

３ 機構、市町村、農業者団体又は農業法人等が事業実施主体で

ある場合には、都道府県知事は、機構、市町村、農業者団体又

は農業法人等に対し、本事業の適正かつ円滑な推進のために必

要な情報交換、連携・調整及び技術的な助言・指導等を行うも

のとする。 

３ 農地中間管理機構、市町村、農業者団体又は農業法人等が事

業実施主体である場合には、都道府県知事は、農地中間管理機

構、市町村、農業者団体又は農業法人等に対し、本事業の適正

かつ円滑な推進のために必要な情報交換、連携・調整及び技術

的な助言・指導等を行うものとする。 

４ （略） ４ （略） 
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５ 事業の着手は、原則として、国からの交付金の交付決定通知

を受けて行うものとするが、やむを得ない事情により、交付金

の交付決定の前に着手する必要がある場合には、その理由を具

体的に明記した交付決定前着手届（別記様式第８号）をあらか

じめ地方農政局長等に提出するものとする。 

  なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、農

地耕作条件改善事業交付金交付要綱（平成28年４月１日付け27

農振第2324号農林水産事務次官依命通知）の規定による交付金

交付申請書の２の備考欄に着手年月日及び交付決定前着手届

の文書番号を記載するものとする。 

５ 事業の着手は、原則として、国からの交付金の交付決定通知

を受けて行うものとするが、やむを得ない事情により、交付金

の交付決定の前に着手する必要がある場合には、その理由を具

体的に明記した交付決定前着手届（別記様式第10号）をあらか

じめ地方農政局長等に提出するものとする。 

  なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、農

地耕作条件改善事業交付金交付要綱（平成28年４月１日付け27

農振第2324号農林水産事務次官依命通知）の規定による交付金

交付申請書の２の備考欄に着手年月日及び交付決定前着手届

の文書番号を記載するものとする。 

６ 定額助成の事業種類の欄の（４）及び（７）に該当するもの

及び定率助成の事業種類の欄の（１）に該当するものについて、

その整備の実施後８年を経過しない間に同一の主体による一

連の行為により受益地の 10 分の１以上（その受益地の面積が

100 ヘクタールを超えるときは、受益地のうち 10 ヘクタール

以上）の転用が行われた場合並びに定額助成の事業種類の欄の

（１）から（３）まで、（５）、（６）、（８）及び（11）に該当す

るもの及び定率助成の事業種類の欄の（２）から（８）まで（（８）

については、耕作放棄地解消のための簡易な整備を行ったもの

に限る。）に該当するものについて、その整備の実施後８年を

経過しない間に同一の主体による一連の行為により 10 アール

以上の受益地が転用された場合には、次に掲げる場合を除き、

交付金の返還措置を講ずるものとする。 

６ 定額助成の事業種類の欄の（７）及び（９）に該当するもの

及び定率助成の事業種類の欄の（１）に該当するものについて、

その整備の実施後８年を経過しない間に同一の主体による一

連の行為により受益地の 10 分の１以上（その受益地の面積が

100 ヘクタールを超えるときは、受益地のうち 10 ヘクタール

以上）の転用が行われた場合並びに定額助成の事業種類の欄の

（１）から（６）まで、（８）及び（10）に該当するもの及び定

率助成の事業種類の欄の（２）から（７）まで及び（10）に該

当するものについて、その整備の実施後８年を経過しない間に

同一の主体による一連の行為により 10 アール以上の受益地が

転用された場合には、次に掲げる場合を除き、交付金の返還措

置を講ずるものとする。 

 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

７～11 （略） ７～11 （略） 
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12 事業実施主体が都道府県、市町村及び公募選定者以外の場合

であって、都道府県が定率助成の事業種類の欄（11）の指導（以

下「指導事業」という。）を実施していない場合又は１地区当

たりの単年度の交付金の交付額が１億円を超える場合には、事

業実施主体は、土地改良区機能強化支援事業実施要綱（令和７

年４月１日付け６農振第 2936 号農林水産事務次官依命通知）

第５の１に基づく会計指導員、監査法人又は公認会計士等によ

る外部監査を受けるものとする。 

12 事業実施主体が都道府県、市町村及び公募選定者以外の場合

であって、都道府県が定率助成の事業種類の欄（19）の指導（以

下「指導事業」という。）を実施していない場合又は１地区当

たりの単年度の交付金の交付額が１億円を超える場合には、事

業実施主体は、土地改良区体制強化事業実施要綱（平成 28 年

４月１日付け 27農振第 2429号農林水産事務次官依命通知）第

６の１の（３）のイに基づく会計指導員、監査法人又は公認会

計士等による外部監査を受けるものとする。 

13～16 （略） 13～16 （略） 

17 定額助成の（１）から（８）まで及び（11）の事業、定率助

成の（１）から（７）までの事業及び（14）の事業による盛土・

切土等の施工（宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法

律第 191 号）第２条第２号から第４号までに規定される「宅地

又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更及び

土石の堆積に関する工事」をいう。）に当たっては、土地改良

事業計画設計基準等に基づき、安全性の観点から適切に設計・

施工を行わなければならない。 

18 （略） 

17 定額助成の（１）から（10）までの事業、定率助成の（１）

から（７）までの事業及び（10）から（11）までの事業による

盛土・切土等の施工（宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36

年法律第 191 号）第２条第２号から第４号までに規定される

「宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変

更及び土石の堆積に関する工事」をいう。）に当たっては、土

地改良事業計画設計基準等に基づき、安全性の観点から適切に

設計・施工を行わなければならない。 

18 （略） 

  

別表１（定額助成（ハード事業）） 別表１（定額助成（ハード事業）） 

事業種類 事業内容等 

助成単価(※１) 

１．通常 
２．集約化する

場合 

（１）区画拡大    

 

ア  水路

変更 
なし 

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

事業種類 事業内容等 

助成単価 

１．通常の助成
単価(※１) 

２．集約化加
算単価(※１） 

（新設）     

（１）田の
区画拡

大（水
路の変

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
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（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略）  

（略） （略） （略） （略）  

 
イ  水路

変更 
あり 

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

（削る。） 

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 （削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 （削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 （削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 （削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 

（削る。） 

（削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

 （削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

更を伴
わない
もの） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）田の
区画拡
大（水

路の変
更を伴
う も

の） 

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（３）畑の
区画拡
大（水

路の変
更を伴
わない

もの） 

畦畔で隣接する
ほ場の高低差 
10cm 超、 

表土扱いあり 

30m×100m(30a) の 畑 ２ 枚 を

60m×100m(60a)の畑１枚へ区画
拡大 
 

ほ場整備整地工（ブルドーザ、バ
ックホウ）、法面整形工（バック
ホウ）、耕地復旧（トラクタ、雑

物除去） 

25.0 万円/10a 

【18.0万円
/10a】 

30.0 万円/10a 

【21.5万円
/10a】 

畦畔で隣接する
ほ場の高低差 

10cm 以下、 
表土扱いあり 

23.5 万円/10a 
【17.0万円

/10a】 

28.0 万円/10a 
【20.0万円

/10a】 

畦畔で隣接する
ほ場の高低差 

10cm 以下、 
表土扱いなし 

30m×100m(30a) の 畑 ２ 枚 を
60m×100m(60a)の畑１枚へ区画
拡大 

 
簡易整備工（ブルドーザ）、耕地
復旧（トラクタ、雑物除去） 

6.0万円/10a 
【5.0 万円
/10a】 

7.0万円/10a 
【6.0 万円
/10a】 

畦畔撤去のみの

場合 

30m×100m(30a) の 畑 ２ 枚 を
60m×100m(60a)の畑１枚へ区画
拡大 

 
畦畔除去（バックホウ）、耕地復
旧（トラクタ、雑物除去） 

3.5万円/100m 
【3.5 万円
/100m】 

4.0万円/100m 
【4.0 万円
/100m】 

緩傾斜化 

畦畔で隣接するほ場の高低差 
1.5mの 30m×100m(30a）のほ場２

枚を 60m×100m(60a)に緩傾斜
化。 

10.5 万円/10a 
【7.0 万円
/10a】 

12.5 万円/10a 
【8.0 万円
/10a】 

（４）畑の
区画拡

大（水
路の変
更を伴

うも 
の） 

水路で隣接する
ほ場の高低差 
10cm 超、 

表土扱いあり 

30m×100m(30a) の 畑 ２ 枚 を

60m×100m(60a)の畑１枚へ区画
拡大 
 

ほ場整備整地工（ブルドーザ、バ
ックホウ）、法面整形工（バック
ホウ）、耕地復旧（トラクタ、雑

物除去）、構造物撤去、管設置、 

42.0 万円/10a 

【29.5万円
/10a】 

50.0 万円/10a 

【35.0万円
/10a】 

水路で隣接する
ほ場の高低差 

10cm 以下、 
表土扱いあり 

40.0 万円/10a 
【28.5万円

/10a】 

48.0 万円/10a 
【34.0万円

/10a】 
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 （削る。） （削る。） （削る。） （削る。） 

（２）～
（ ４ ）

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（削る。） 

（削る。） （削る。） （削る。） 
 

（削る。） （削る。） （削る。） 

 

（削る。） （削る。） （削る。） 

 

（削る。） （削る。） （削る。） 

 

（５）客土 （略） （略） （略） 

（６）除礫 （略） （略） （略） 

（７）更新 
整備 

ア～カ（略） （略） （略） （略） 

（８）畑作

転換
工 

ア・イ （略） （略） （略） （略） 

（11）病害
虫対策 

反転耕 反転耕（バックホウ）50 ㎝以上 
28 万円/10a 
【20.5万円

/10a】 

 

混層耕 
混層耕（トラクタ、プラウ）耕起深

60 ㎝以上 

2 万円/10a 

【1.5 万円/10a】 

 

堆肥施用 堆肥施用（トラクタ、スプレッダ） 
2 万円/10a 

【1.5 万円/10a】 

 

明渠排水 明渠排水（バックホウ） 
1.5万円/100ｍ 

【1万円/100ｍ】 

 

 

水路で隣接する

ほ場の高低差 
10cm 以下、 
表土扱いなし 

22.5 万円/10a 
【16.5万円

/10a】 

27.0 万円/10a 
【19.5万円

/10a】 

（ ５ ） ～
（ ７ ）

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（８）土層

改良 

（ア）反転耕 反転耕（バックホウ）50 ㎝以上 
28.0 万円/10a 
【20.5万円

/10a】 

 

（イ）混層耕 
混層耕（トラクタ、プラウ）耕起
深 60㎝以上 

2.0万円/10a 

【1.5 万円
/10a】 

 

（ウ）堆肥施用 堆肥施用（トラクタ、スプレッダ） 
2.0万円/10a 
【1.5 万円
/10a】 

 

（エ）明渠排水 明渠排水（バックホウ） 
1.5万円/100ｍ 
【1.0 万円/100

ｍ】 

 

（オ）客土 （略） （略） （略） 

（カ）除礫 （略） （略） （略） 

（９）更新 

整備 
（ア）～（カ） 

（略） 
（略） （略） （略） 

（10）畑作

転 換

工 
（ア）・（イ）（略） （略） （略） （略） 

（新設） 

（新設） （新設） （新設）  

（新設） （新設） （新設）  

（新設） （新設） （新設）  

（新設） （新設） （新設）  

 

注）事業内容等に記載している内容は、助成単価を構成する想定施工内容を示すものであり、施工を

限定するものではない。 

※１ 施工の全部を農業者施工により実施する場合には、【 】内に定める単価とする。 

※２ （１）から（６）まで、(８）及び（11）にあっては、助成額は、受益面積のうち１アール未

注）事業内容等に記載している内容は、助成単価を構成する想定施工内容を示すものであり、施工を

限定するものではない。 

※１ 施工の全部を農業者施工により実施する場合には、【 】内に定める単価とする。 

※２ （１）から（８）までにあっては、助成額は、受益面積のうち１アール未満又は施工延長のう
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満又は施工延長のうち 10メートル未満を、一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。

また、定額助成の事業種類の欄（７）にあっては、施工延長のうち 10 メートル未満を切り捨て

て算出するものとする。 

※３ 耕地復旧を行わない場合には、次に定めるとおり助成単価を減算するものとする。 

ア （１）にあっては、受益面積 10 アール当たり２万５千円（施工延長 100 メートル当たり

１万円）を減算 

イ （２）にあっては、受益面積 10 アール当たり１万５千円を減算 

ウ （３）にあっては、施工延長 100メートル当たり１万円を減算 

※４ （２）に関して、地下かんがいを導入する場合には、受益面積 10アール当たり３万円を加算

するものとする。 

※５ （２）及び（３）に関して、一筆の農地における本暗渠管の全延長の管径が 65mm 以上の場合

には、受益面積 10 アール当たり（（３）にあっては施工延長 100メートル当たり）２万円を加

算するものとする。 

※６ （２）に関して、外注（有償）により実施設計を行う場合には、受益面積 10アール当たり１

万５千円を加算するものとする。 

※７ （２）に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠（本暗渠管）の間隔（Ｌ）が 10メート

ル以外となる場合には、下式により受益面積（Ａ）を割り引いて助成額を算出するものとする。 

助成額＝Ａ×10/Ｌ×助成単価 

※８ （７）のエにあっては、幅広畦畔の場合は４万５千円/100m、購入土が必要な場合は２万５千

円/100m（幅広畦畔の場合は４万円/100m）、防草シートを設置する場合は 11 万円/100m をそれぞ

れ加算するものとする。 

 

ち 10メートル未満を、一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。また、定額助成の事

業種類の欄（９）にあっては、施工延長のうち 10 メートル未満を切り捨てて算出するものとす

る。 

※３ 耕地復旧を行わない場合には、次に定めるとおり助成単価を減算するものとする。 

ア （１）から（４）までにあっては、受益面積 10アール当たり２万５千円（施工延長 100 メ

ートル当たり１万円）を減算 

イ （５）にあっては、受益面積 10 アール当たり１万５千円を減算 

ウ （６）にあっては、施工延長 100 メートル当たり１万円を減算 

※４ （５）に関して、地下かんがいを導入する場合には、受益面積 10アール当たり３万円を加算

するものとする。 

※５ （５）及び（６）に関して、一筆の農地における本暗渠管の全延長の管径が 65mm 以上の場合

には、受益面積 10 アール当たり（（６）にあっては施工延長 100 メートル当たり）２万円を加

算するものとする。 

※６ （５）に関して、外注（有償）により実施設計を行う場合には、受益面積 10 アール当たり１

万５千円を加算するものとする。 

※７ （５）に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠（本暗渠管）の間隔（Ｌ）が 10メート

ル以外となる場合には、下式により受益面積（Ａ）を割り引いて助成額を算出するものとする。 

助成額＝Ａ×10/Ｌ×助成単価 

※８ （９）の（エ）にあっては、幅広畦畔の場合は４万５千円/100m、購入土が必要な場合は２万

５千円/100m（幅広畦畔の場合は４万円/100m）、防草シートを設置する場合は 11万円/100m をそ

れぞれ加算するものとする。 

別表２（定額助成（ソフト事業）） 別表２（定額助成（ソフト事業）） 

事業種類 助成単価 

（９）（略） （略） 

（10）高収益作物転換支援  

 

ア （略） （略） （略） 

イ 新植・改植等支援  

 
（ア）新植・改植

支援  

果樹の新植・改植  

 

 慣行樹形等 

  （略） （略） 

上記のいずれの場合にも該当しない

場合 
（略） 

省力樹形 

 （略） （略） 

上記のいずれの場合にも該当しない

場合 
（略） 

（略） （略） 

事業種類 助成単価 

（11）（略） （略） 

（新設）  

(12)（略） （略） （略） 

(新設)  

（13）新植・改植支
援  

(新設)  

１ 果樹 

(１)慣行樹形
等への新

植・改植 

ア～エ （略） （略） 

オ アからエまでのいずれの場合にも

該当しない場合 
（略） 

（２）省力樹
形への新

植・改植 

ア～エ （略） （略） 

ク アからキまでのいずれの場合にも

該当しない場合 
（略） 

２ （略） （略） 
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（イ）（略）  （略） （略） 

（ウ）（略）   （略） （略） 

ウ （略） （略） 
 

（14）（略）  （略） （略） 

（15）（略） （ア）～（ウ）（略） （略） 

(16)（略） （略） 
 

※１ （９）並びに（10）のア及びウの助成の限度額は、助成単価に当該事業の実施年数を乗じた額

とする。 

※２ （10）のアを実施する場合は、※１に示す限度額の範囲内で（９）を実施することができる。 

※３ （９）においては、以下に掲げる事業を実施することができる。 

ア～ウ （略） 

※４ （10）のアにおいては、以下に該当する事業を実施することができる。 

ア～ウ （略） 

 

※１ （11）、（12）及び（16）の助成の限度額は、助成単価に当該事業の実施年数を乗じた額とする。 

 

※２ （12）を実施する場合は、※１に示す限度額の範囲内で（11）を実施することができる。 

※３ （11）においては、以下に掲げる事業を実施することができる。 

ア～ウ （略）  

※４ （12）においては、以下に該当する事業を実施することができる。 

ア～ウ （略） 

 

※５  （10）のイの（ア）の単価は新植支援単価（括弧書きは改植支援単価） 

※６ （10）のイの（ウ）は、以下の取組を実施することができる。 

ア 大苗の育成支援においては、改植後の早期成園化を図るため、あらかじめ大型の苗を育成

する取組 

イ 代替農地での営農支援においては、未利用の農地等を取得又は賃借等して野菜等を栽培す

ることにより代替的な収入を確保するための取組 

ウ 省力技術研修支援においては、成園後の省力・効率的生産の実現に向けて、省力樹形の仕立

て方法や管理技術、作業機械の効率的な操作方法等を習得するための取組 

※７ （10）のウにおいては、産地の合意形成、生産体制の整備、試験栽培の実施、加工適正試験、

ＧＡＰ・トレーサビリティの導入及び販路の拡大を実施することができる。 

※５  （13）の単価は新植支援単価（括弧書きは改植支援単価） 

※６ （15）は、以下の取組を実施することができる。 

ア （ア）においては、改植後の早期成園化を図るため、あらかじめ大型の苗を育成する取組 

 

イ （イ）においては、未利用の農地等を取得又は賃借等して野菜等を栽培することにより代

替的な収入を確保するための取組 

ウ （ウ）においては、成園後の省力・効率的生産の実現に向けて、省力樹形の仕立て方法や管

理技術、作業機械の効率的な操作方法等を習得するための取組 

※７ （16）においては、産地の合意形成、生産体制の整備、試験栽培の実施、加工適正試験、ＧＡ

Ｐ・トレーサビリティの導入及び販路の拡大を実施することができる。 

  

別表３（地域等ごとの推進費の助成割合） 別表３（地域等の助成割合） 

（略） （略） 

  

別表４（促進費の助成割合） 別表４（助成割合） 

区分 高収益作物転換率 助成割合 助成額 

（削る。） 

 

高収益作物導入 

促進費 

   （略）      （略） 

（略）      （略）      （略） 

     （略）      （略） 

 

区分 高収益作物転換率 助成割合 助成額 

高収益作物転換

型 

高収益作物導入 

促進費 

     （略）      （略） 

（略）      （略）      （略） 

     （略）      （略） 
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別記様式第１号 

農地中間管理事業との連携概要 記載例 

別記様式第１号 

農地中間管理事業との連携概要 記載例 

○○県△△市 □□区域（◎◎地区）                             

※ □□区域は地域計画の策定区域名（予定も可）、◎◎地区は農地耕作条件改善事業の地区名を記載          

（削る。） 

（削る。） （削る。） 

 （削る。） 

 （削る。） 

（削る。） （削る。） 

１．（略） 

（略） 

２．農地中間管理事業との連携の概要 

・農地の区画拡大等を行い、農地中間管理事業を活用して担い手に集積 
・農地中間管理事業により担い手に貸し出された農地について、暗渠排水等による耕作条件の

改善を行い、高収益作物への転換を推進 

３．（略） 

（略）  

（削る。） 

（削る。） （削る。） 

（削

る。） 

 

（削る。） （削る。） 

（削る。） （削る。） 

（削る。） （削る。） 

【計画（○○年）】 

（略） （略） 

（削

る。） 

 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略）                             

４．（略）    

 

○○県△△市 □□区域（◎◎地区）                             

※ □□区域は地域計画の策定区域名（予定も可）、◎◎地区は農地耕作条件改善事業の地区名を記載          

１．農地中間管理事業の進め方（該当する箇所に○を記載）※複数回答可 

○ ① 市町村・各地域の人・農地の状況の把握からのアプローチ 

 ② 公募に応募した受け手のニーズの把握からのアプローチ 

 ③ 法人・認定農業者などの担い手のニーズの把握からのアプローチ 

必須 ④ 基盤整備（簡易整備を含む）からのアプローチ 

２．（略） 

（略） 

（新設） 

（新設） 

３．（略） 

（略）  

【活用前（○○年）】 

① 機構から転貸を受ける担い手の集積面積及び

集積率 
○．○ha、○％ 

備

考 

 

② 機構から転貸を受ける担い手の平均経営面積 ○．○ha／○経営体 

③ 機構から転貸を受ける担い手が利用する団地

数 
○箇所 

④ 機構から転貸を受ける担い手が利用する団地

の平均面積 
○ha／１団地 

【活用後（○○年）】 

（略） （略） 

備

考 

 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略）                             

４．（略）  
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（削る。） 別記様式第２－１号 

地域内農地集積促進計画（事業達成状況報告） 
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（削る。） 別記様式第２－２号 

高収益作物転換促進計画（事業達成状況報告） 

 

 



- 18 - 
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（削る。） 別記様式第２－３号 

スマート農業導入推進計画（事業達成状況報告） 

 

 



- 20 - 
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（削る。） 別記様式第２－４号 

共同利用機器導入計画（事業達成状況報告） 
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（削る。） 別記様式第２－５号 

病害虫対策計画（事業達成状況報告） 
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（削る。） 別記様式第２－６号 

水田貯留機能向上計画（事業達成状況報告） 
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（削る。） 別記様式第２－７号 

土地利用調整計画（事業達成状況報告） 
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別記様式第２号 

農地耕作条件改善計画（事業達成状況報告） 

別記様式第３号 

農地耕作条件改善計画（事業達成状況報告） 
地区名 事業実施主体 関係都道府県・市町村名 ６法指定地域等 

 （略）   

事業実施期間 受益面積 
地域計画の策定区域名又は 

生産緑地等の地区名(策定時期) 
受益者数 

    

附帯計画 

地域内農地集積促進計画、高収益作物転換促進計画、スマート農

業導入推進計画、病害虫対策計画水田貯留機能向上計画、土地利

用調整計画、共同利用機器導入計画又は機構集積推進実施計画 

基盤整備の計画 

区

分 
事業種類 事業の概要 

総事

業費 

うち 

定額 

助成

額 

農業

者施

工の

内容 

年度計画 

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

 

定

額

助

成 

区画拡大          

 

水路変更

なし 
（略）    

     

     

水路変更

あり 
（略）    

     

     

（削る。） （削る。）    

     

     

（削る。） （削る。）    

     

     

暗渠排水 （略）    
     

     

地区名 事業実施主体 関係都道府県・市町村名 ６法指定地域等 

 （略）   

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

促進計画の区分 

地域内農地集積促進計画、高収益作物転換促進計画、スマート農

業導入推進計画、病害虫対策計画水田貯留機能向上計画又は土地

利用調整計画 

基盤整備の計画 

区

分 
事業種類 事業の概要 

総事

業費 

うち 

定額 

助成

額 

農業

者施

工の

内容 

年度計画 

R○ R○ R○ R○ R○ 

 

定

額

助

成 

（新設）          

田の区画拡大

（水路の変更

を伴わないも

の） 

（略）    

     

     

田の区画（水

路の変更を伴

うもの） 

（略）    
     

     

畑の区画拡大 

（水路の変更

を伴わないも

の） 

A=○○a 
（うち集約化
○○a） 
現場条件 
（高低差○cm） 
表土扱い（有又
は無） 
畦畔除去のみ
の場合 
Ｌ＝○○○m 

   

     

     

畑の区画拡大 

（水路の変更

を伴うもの） 

A=○○a 
（うち集約化
○○a） 
現場条件 
（高低差○cm） 
表土扱い（有又
は無） 

   

     

     

暗渠排水 （略）    
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湧水処理 （略）    
     

     

末端畑地かん

がい施設（樹

園地） 

（略）    

     

     

末端畑地かん

がい施設（樹

園地以外） 

（略）    

     

     

末端畑地かん

がい施設（給 

水栓設置のみ) 

（略）    

     

     

（削る。）         

 

 

（削る。） 

 

（削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（略） （略）    
     

     

（略） （略）    
     

     

更新整備         

 

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

畑地転換工         

 (略) （略）    
     

     

湧水処理 （略）    
     

     

末端畑地かん

がい施設（樹

園地） 

（略）    

     

     

末端畑地かん

がい施設（樹

園地以外） 

（略）    

     

     

末端畑地かん

がい施設（給 

水栓設置のみ) 

（略）    

     

     

土層改良         

 

反転耕 

A=○○a 
（うち集約化
○○a） 

   
     

     

混層耕 

A=○○a 
（うち集約化
○○a） 

   
     

     

堆肥施用 

A=○○a 
（うち集約化
○○a） 

   
     

     

明渠排水 

A=○○a 
（うち集約化
○○a） 

   
     

     

（略） （略）    
     

     

（略） （略）    
     

     

更新整備         

 

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

(略) （略）    
     

     

畑地転換工         

 (略) （略）    
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(略) （略）    
     

     

条件改善推進

費 
(略)    

     

     

高収益作物転換支援         

 

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

病害虫対策         

 

反転耕 A=○○a         

混層耕 A=○○a         

堆肥施用 A=○○a         

明渠排水 A=○○a         

小計         

 

定

率

助

成 

農業用用排水

施設 
（略）    

     

     

暗渠排水 （略）    
     

     

土層改良 （略）    
     

     

区画整理 （略）    
     

     

農作業道等 （略）    
     

     

農地造成 （略）    
     

     

農用地の保全 （略）    
     

     

営農環境整備

支援 
（略）    

     

     

管理省力化支 実施内容○○         

(略) （略）    
     

     

条件改善推進

費 
(略)    

     

     

（新設）         

 

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

(略) (略)    
     

     

（新設）         

 

（新設） （新設）         

（新設） （新設）         

（新設） （新設）         

（新設） （新設）         

小計         

 

定

率

助

成 

農業用用排水

施設 
（略）    

     

     

暗渠排水 （略）    
     

     

土層改良 （略）    
     

     

区画整理 （略）    
     

     

農作業道等 （略）    
     

     

農地造成 （略）    
     

     

農用地の保全 （略）    
     

     

営農環境整備

支援 
（略）    

     

     

（新設） （新設）         
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援      

条件改善促進

支援 
実施内容○○    

     

     

指導 実施内容○○    
     

     

高収益作物導

入支援 
実施内容○○    

     

     

スマート農業

導入支援 
         

 

RTK-GNSS

基 準 局 整

備 

基準局 ○基    
     

     

先進的省

力化 

技術支援

導入支援 

（略）    

     

     

調査・調

整、実施計

画策定支

援 

（略）    

     

     

粗放的農地利

用整備 
実施内容○○    

     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

 

（削る。） （削る。）    

     

     

（削る。） （削る。）    
     

     

機構集積推進

費 
（略）    

     

     

高収益作物導

入促進費 
（略）    

     

     

高収益作物導 （略）         

     

（新設） （新設）    
     

     

（新設） （新設）    
     

     

（新設） （新設）    
     

     

スマート農業

導入支援 
         

 

GNSS 基地 

局整備 
基地局 ○機    

     

     

先進的省

力化 

技術支援

導入支援 

（略）    

     

     

調査・調

整、実施計

画策定支

援 

（略）    

     

     

(新設) （新設）    
     

     

管理省力化支

援 
実施内容○○    

     

     

品質向上支援 実施内容○○    
     

     

条件改善促進

支援 
実施内容○○    

     

     

高収益作物導

入支援 
実施内容○○    

     

     

高付加価値農

業施設支援 
実施内容○○    

     

     

機械作業体系

導入支援 
実施内容○○    

     

     

 

労働生産性向

上技術導入支

援 

実施内容○○    

     

     

指導 実施内容○○    
     

     

農地整備・集

約推進費費 
（略）    

     

     

高収益作物導

入促進費 
（略）    

     

     

高収益作物導 （略）         
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入推進費      

小計         

合計     

その他必要な事項  
 

入推進費      

小計         

合計     

その他必要な事項  
 

 

【防災事業の概要】（該当する場合） 

農地防災事業の実

施 

○○○事業 Ａ、Ｂ 

定額助成の 

費用負担の方法 

（事業達成状況報

告時のみ記載） 

・総事業費（うち定額助成額○○円） 
 
【総事業費（①＋②＋③）の内訳】 
①事業実施主体の支出額○○円 
②農業者の支出額○○円 
③農業者施工等（無償分）の金額換算○○円 

 

 

 
定率助成の 

費用負担の方法 

 
 

 
予定管理者・管理

方法 

 
 

 
その他必要な項目 

 
 

 
 

 

（新設） 

注：１）（略） 

２）農地耕作条件改善計画の変更及び実施結果の報告は、変更箇所に二重線を付し

変更後の内容を追記する。また、実施結果の報告の際には、【防災事業の概要】

のうち「定額助成の費用負担の方法」の欄に総事業費、定額助成額、事業実施

主体の支出額、農業者の支出額及び農業者施工等（無償分）を金額換算した金

額について記入する。 

注：１）（略） 

２）農地耕作条件改善計画の変更及び実施結果の報告は、変更箇所に二重線を付し

変更後の内容を追記する。 

３）～８）（略） 

９）定率助成の事業のうち、営農環境整備支援、管理省力化支援、条件改善促進支

援、高収益作物導入支援、スマート農業導入支援及び粗放的農地利用整備を行

う際には、別添定率助成補足説明資料のとおり、実施内容を記入の上、実施内

容の詳細及び積算の考え方を記した資料を添付する。 

10）（略） 

11）定額助成の事業のうち、区画拡大を行う際には、「事業の概要」の欄に現場条件

について記入する。 

12）・13）（略） 

14）生産緑地等で実施する場合は、「地域計画の策定区域名又は生産緑地等の地区名

（策定時期）」の欄に、該当する実施要綱第４の１の（１）の条件を併せて記載

３）～８）（略） 

９）定率助成の事業のうち、営農環境整備支援、管理省力化支援、品質向上支援、

条件改善促進支援及び高収益作物導入支援を行う際には、別添定率助成補足説

明資料のとおり、実施内容を記入の上、実施内容の詳細及び積算の考え方を記

した資料を添付する。 

10）（略） 

11）定額助成の事業のうち、田の区画拡大又は畑の区画拡大を行う際には、「事業の

概要」の欄に現場条件について記入する。 

12）・13）（略） 

（新設） 
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する。 

15）農地防災事業を実施する場合は、「農地防災事業の実施」の欄にその地区の関連

事業を記入の上、次に示す区分に応じＡ又はＢを記入する。 

Ａ：防災Ａ型（湛水防除、地盤沈下、防災ダム等） Ｂ：防災Ｂ型（ため池

等整備等） 

16）実施要綱第２の５の（５）により市町村長が認めた担い手がいる場合には、「そ

の他必要な事項」の欄に、地域の農業の担い手に係る基準を記載する。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

【定額助成の事業達成状況の報告に係る添付写真】（略） 

 

【定額助成の事業達成状況の報告に係る添付写真】（略） 

 

（削る。） 【定額助成（ハード）の実施計画（事業達成状況報告）】 

事業種類 

定額助成単価 
受益面積 

又は施工延長 

定額助成額 

（百万円） 

基本 

Ａ 

集約化 

加算 

Ｂ 

基本 

Ｃ 

集約化 

加算 

Ｄ 

基本 

Ｅ＝ 

Ａ×Ｃ 

集約化 

加算 

Ｆ＝Ｂ×Ｄ 

合計 

Ｇ＝ 

Ｅ＋Ｆ 

（記載例） 

田の区画拡大 

（水路の変更を

伴わないもの） 

高低差 10cm超 

表土扱いあり 

25.0 万円

/10a（ ） 

30.0 万円

/10a 

（ ） 

○○a ○○a    

        

        

        

        

合計     

注：１）事業種類の欄には、別表１の事業種類の欄の区分に応じて記載する。 

２）第６の１の（１）イを適用する場合には、中心経営体に集約化する農用地を確

認するため、地域 計画を添付すること。 

３）別表１の※３、※４、※５、※６、※７又は※８を適用する場合には、定額助

成単価の下段の括弧内に加算後又は減算後の助成単価を記載すること。 

４）定額助成の実施計画の変更及び実施結果の報告は、変更箇所に二重線を付し変

更後の内容を追記する。 
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【集約化計画（担い手ごとの受益面積又は施工延長の内訳）】 

事業種類 

担い手 

Ａ 
法人 

Ｂ 
集落営農

組合 

Ｃ 
個人 

 
合計 

区画拡大 

 

水路変更
なし 

（略）     

 （略）     

水路変更
あり 

（略）     

 （略）     

（削る。） 

（削る。）     

 （削る。）     

（削る。） 

（削る。）     

 （削る。）     

暗渠排水 
（略）     

 （略）     

湧水処理 
（略）     

 （略）     

末 端 畑 地 か
んがい施設 
（ 樹 園 地 以
外） 

（略）     

 （略）     

末 端 畑 地 か
んがい施設 
（樹園地） 

（略）     

 （略）     

（削る。） 

 

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

 

【集約化計画（中心経営体ごとの受益面積又は施工延長の内訳）】 

事業種類 

中心経営体 

Ａ 
法人 

Ｂ 
集落営農
組合 

Ｃ 
個人 

 
合計 

（新設） 

田の区画拡大 
(水路の変更
を 伴 わ な い
もの) 

（略）     

 （略）     

田の区画拡大 
(水路の変更
を伴うもの) 

（略）     

 （略）     

畑の区画拡大
(水路の変更を
伴わないもの) 

（略）     

 （略）     

畑の区画拡大 
(水路の変更を
伴うもの) 

（略）     

 （略）     

暗渠排水 
（略）     

 （略）     

湧水処理 
（略）     

 （略）     

末 端 畑 地 か
んがい施設 
（ 樹 園 地 以
外） 

（略）     

 （略）     

末 端 畑 地 か
んがい施設 
（樹園地） 

（略）     

 （略）     

土層改良 

 

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     
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更新整備 

 

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

畑作転換工 

 

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     
 

更新整備 

 

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     

畑作転換工 

 

（略） 
（略）     

 （略）     

（略） 
（略）     

 （略）     
 

 

【土層改良計画（事業達成状況報告）】（略） 

 

【土層改良計画（事業達成状況報告）】（略） 

 

【定額助成補足説明資料（事業達成状況報告）】（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定額助成補足説明資料（事業達成状況報告）】（略） 
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【定率助成補足説明資料（事業達成状況報告）】 

 

営農環境整備支援、管理省力化支援、条件改善促進支援、高収益

作物導入支援、スマート農業導入支援、粗放的農地利用整備 

 

年度別事業計画とその内訳（イメージ） 

年 取組内容 事業量 事業費 備考 

１
年
目 

（略）    

２
年
目 

（略）    

３

年

目

 

管理省力化支援    

 
（略）    

（略）    

条件改善促進支援    

 
（略）    

（略）    

スマート農業導入支援    

 （略）    

４

年

目

 

営農環境整備支援    

 
（略）    

（略）    

条件改善促進支援    

 
（略）    

（略）    

高収益作物導入支援    

 
（略）    

（略）    
５
年
目 

（略）    

計     

注:１）・２）（略） 

【定率助成補足説明資料（事業達成状況報告）】 

 

営農環境整備支援、管理省力化支援、品質向上支援、条件改善促

進支援、高収益作物導入支援、スマート農業導入支援 

 

年度別事業計画とその内訳（イメージ） 

年 取組内容 事業量 事業費 備考 

１
年
目 

（略）    

２
年
目 

（略）    

３

年

目

 

管理省力化支援    

 
（略）    

（略）    

品質向上支援    

 
（略）    

（略）    

スマート農業導入支援    

 （略）    

４

年

目

 

営農定着促進支援    

 
（略）    

（略）    

条件改善促進支援    

 
（略）    

（略）    

高収益作物導入支援    

 
（略）    

（略）    
５
年
目 

（略）    

計     

注:１）・２）（略） 
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（新設） 
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（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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（新設） 

 

（新設） 
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（新設） 

 

（新設） 



- 39 - 

（削る。） 
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（削る。） 
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（削る。） 
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（削る。） 
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（削る。） 

 

（削る。） 

（削る。） 
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（新設） 
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別記様式第３号 

 

別記様式第６号 
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別記様式第４号 

 

 
 

別記様式第７号 
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別記様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別記様式第８号 
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別記様式第６号 別記様式第９号 
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（削る。） 
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別記様式第７号 別記様式第 11号 

 

 



- 52 - 

附 則 

１ この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 「農地耕作条件改善事業実施要綱の一部改正について（令和７年４月１日付け６農振第 2348 号農林水産事務次官依命通知）」この通

知による改正前の要綱に基づき採択された地区のうち、農地整備・集約推進費を実施する地区の当該推進費の取扱いについては、なお

従前の例による。 

 

 

（新設） 


